
 

 

 

 

             子ども達を守るために 

 日本は，四季があるため視覚や嗅覚で楽しむことができる国です。しかし，最近は，どうでしょうか。四季は

あるのでしょうか。暑さでいえば異常だとさえ感じる数か月間は，熱中症対策に奔走しました。今，落ち着いて

木々の紅葉を楽しめる季節になり，これからは過ごしやすくなると心躍らせていたのですが，今度はインフルエ

ンザの流行です。新型コロナウイルス感染症の時には，家族が罹患すると家族の状況も報告する等と管理に厳し

かったことを思い出します。 

それほど厳しくはないのですが，インフルエンザも感染症の一つです。本校でも，保護者様から「わが子がイ

ンフルエンザ〇型だ」と病院で診断されたと報告を受けると，その学級の子ども達の健康状況を確認します。学

級閉鎖は，校医さんと協議し教育委員会に報告して決定となります。 

そこで，学級閉鎖についてお知らせとお願いがあります。 

インフルエンザは，感染症です。学校は，集団で学ぶ施設ですので，自分だけが発症し周囲に感染させない病

気の場合と感染症では登校に対する対応が違います。現在も，実施していただいているのですが，罹患者が増加

するこれからは，どうか，お子様の朝の健康状況を確認していただき，学校を休むことで体を療養させることに

なるという考えのもと，場合によっては「欠席」という判断も必要であることをご理解・ご協力いただきたいで

す。その日に，学校行事があるとか，体調不良のお子様を預かってもらえないなど理由は多々あると思います。

無理を承知の上で，お願いなのですが，学校は集団生活の場です。今一度，感染症についてご一考願います。登

校後，すぐに体調が悪化することもあります。無理して登校するのではなく自宅で安心して過ごすことで体調を

早く回復できるよう，声掛けをお願いします。 

 

 子ども達を守るために，考えられることはたくさんあります。もう一つお伝えしたいことは，子ども達の肖像

権についてです。 

昨今，ＩＣＴの発達により大人だけではなく子ども達も持っているスマートフォンやタブレットについて気に

なることがあります。学校では，尼崎市から子ども達 1人に 1台のタブレットを配付しています。子ども達が，

ノートや鉛筆を使用するようにタブレットの使い方もとても上達しています。けれども，情報社会になってきた

今，気を付けなければいけないことがあります。タブレットを使い始めるときに，必ず子ども達に，教えること

があります。それは，自分の思いを重要視したために，他人への配慮を失ってはいけないということです。観察

日記の作成にタブレットを使用するとか，校区内探検で撮影した写真を掲載して説明の文章で表現するといった

場合， 

・勝手に人を入れてはいけない 

・写真を撮る許可をもらう 

ということです。学校では，保護者の方々には，授業中の写真撮影，動画撮影はご遠慮いただいています。これ

は，子ども達が授業に集中するためです。撮影時のシャッター音や，カメラを向けられることへのストレスを排

除すると，本来の子ども達の落ち着いた様子を見ていただくことができます。また，子ども達には知らない人か

らカメラを向けられる事に慣れないでほしいと考えます。それは，子ども達を狙う事件をよく見るからです。保

護者の皆様，大切なお子様を守るために，学校と共に意識を高めていきましょう。                            

 （文責：横山 智恵子） 
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＜11 月 の 行 事 予 定＞ 

日 曜 行 事 日 曜 行 事 

 １ 水 特別時間割 １６ 木 4年市音楽会 放課後学習 

２ 木 5年給食後下校(13：30) １７ 金 1，3～6年給食後下校(13：30) 

３ 金 文化の日 １８ 土  

４ 土  １９ 日  

５ 日  ２０ 月  

６ 月 5年自然学校 ２１ 火 火災避難訓練 3年 BFC 体験 

銀行日 

７ 火 5年自然学校 銀行日 ２２ 水  

８ 水 5年自然学校 ２３ 木 勤労感謝の日 

９ 木 5年自然学校 ２４ 金 1～4，6年給食後下校(13：30) 

１０ 金 5年自然学校 ２５ 土  

１１ 土  ２６ 日  

１２ 日  ２７ 月 人権朝会 人権週間(～12/2) 

委員会 

１３ 月 火曜校時  

5年給食後下校(13：30) 

２８ 火 火災避難訓練(予) 

１４ 火 朝会 月曜校時 クラブ ２９ 水 図工展(児童鑑賞日) 

１５ 水 特別時間割 ３０ 木 図工展(児童・保護者鑑賞日) 

 
 
 
 

 

 

 ☆図工展について☆ 

来月末から開催される図工展の鑑賞日時は以下の通りになっております。 

児童鑑賞日  11月 30日（木） 

保護者鑑賞日 12月 1日（金）、2日（土）13時 50分～16時 30分 

詳細は来月の学校通信にて記載します。 

＜1２ 月 の 行 事 予 定＞ 
 

1 日（金）～２日（土）図工展   2日（土）学校公開(9時 30分～12時) 

8 日（金）あまっ子ステップアップ調査 

21日（木）給食終了         25日（月）終業式 

☆図工展について☆ 

 〇日程 

児童鑑賞日     11月 29日（水），30日（木） 

児童・保護者鑑賞日 11月 30日（木），12月 1日（金）時間：13時 50分～16時 30分 

                    12月 2日（土）時間：9時 35分～15時 

 代休日       12 月 4日（月） 

 

〇お願い 

  ・ご来校は東門よりお願いいたします。その際，自転車での来校は近隣の迷惑となりますので， 

禁止とさせていただきます。 

  ・木・金曜日の放課後に親子で鑑賞される方は，玄関で待ち合わせた後，ランチルーム（多目的室）

にランドセルを置いてから体育館に移動し鑑賞してください。 

   


